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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　玄関扉（４）又は窓（５、５、・・・）に設置される複数の電気錠と、前記電気錠を制
御する電気錠コントローラ（３）と、前記電気錠を解錠する居室親機（２）と、前記居室
親機を操作する居住者を呼び出して通話するための玄関子機（１）とから構成され、
　前記電気錠は、前記玄関扉に設置される玄関電気錠（４ａ）及び前記窓に設置される窓
電気錠（５ａ、５ｂ、・・・）からなり、
　前記電気錠コントローラの制御により、前記玄関子機と前記居室親機との間での通話時
は、解錠操作を行なうと前記玄関電気錠のみ解錠し、
　外出設定時は、窓電気錠を施錠するとともに玄関電気錠を所定時間解錠し、
　住戸外からの外出設定解除時は、玄関電気錠のみを解錠することを特徴とする住戸安全
管理システム。
【請求項２】
　前記外出設定時において、前記窓電気錠が施錠不可の場合には、前記居室親機にて施錠
不可の窓を特定して警告報知を行なうことを特徴とする請求項１記載の住戸安全管理シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は住戸安全管理システムに係り、特に複数の電気錠の施錠・解錠に対して異なっ
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た制御を行なうことができる住戸安全管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から玄関子機、居室親機、電気錠コントローラ及び電気錠付き玄関扉が接続された
インターホン装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に開示された技術は、段落「００１５」、「００１６」に記載されているよ
うに、ドアホン子機（玄関子機）から所定の暗証番号を入力すると電気錠コントローラへ
暗証番号の信号が送出され、送信された暗証番号と登録された暗証番号とが一致すれば電
気錠コントローラは玄関ドア（玄関扉）の電気錠を解錠するものであり、またドアホン子
機からの呼出しによって居室親機から玄関ドアの電気錠を解錠するものである。
【０００４】
　また、例えば外出時に玄関の外出用解錠ボタンで玄関扉に設置された電気錠を解錠し、
外に出て玄関が閉まれば自動的に施錠され、帰宅時には暗証解錠ボタンで電気錠を解錠し
、住戸の中に入って玄関が閉まれば自動的に施錠されるような技術も知られている（例え
ば、非特許文献１参照）。
【０００５】
　このように従来から電気錠を用いた住戸安全管理システムとして、玄関に設置された電
気錠の施錠・解錠を行なうものが知られていた。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２７０１１１号公報
【非特許文献１】アイホン株式会社総合カタログ、２００６－２００７年版、９６頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来例の住戸安全管理システムにおいては、前述したように玄関に設置
された電気錠のみの施錠・解錠を行なうものであって、例えば窓なども含めた複数の電気
錠の施錠・解錠は行なわれていなかった。
【０００８】
　そのため、外出時あるいは帰宅時には各窓については手動で施錠・解錠を行わなければ
ならず操作が煩雑になるとともに、外出時に施錠を忘れたりするなど防犯上好ましくない
状況も生じ得た。
【０００９】
　本発明は、上述の難点を解消するためになされたもので、玄関や窓などに複数の電気錠
が設置された住戸の場合であっても、電気的に施錠・解錠ができ、また状況に応じて施錠
・解錠対象を変更することが可能で、さらに施錠できない場合には警報を発生させるなど
利便性、防犯性の高い住戸安全管理システムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的を達成するために本発明の住戸安全管理システムの第１の形態は、玄関扉又は
窓に設置される複数の電気錠と、電気錠を制御する電気錠コントローラと、電気錠を解錠
する居室親機と、居室親機を操作する居住者を呼び出して通話するための玄関子機とから
構成され、電気錠は、玄関扉に設置される玄関電気錠及び窓に設置される窓電気錠からな
り、電気錠コントローラの制御により、玄関子機と居室親機との間での通話時は、解錠操
作を行なうと玄関電気錠のみ解錠し、外出設定時は、窓電気錠を施錠するとともに玄関電
気錠を所定時間解錠し、住戸外からの外出設定解除時は、玄関電気錠のみを解錠すること
を特徴とする。
【００１１】
　また本発明の住戸安全管理システムの第２の形態は、第１の形態において、外出設定時
において、窓電気錠が施錠不可の場合には、居室親機にて施錠不可の窓を特定して警告報
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知を行なうことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の住戸安全管理システムの第１の形態によれば、待受け時、外出の際の外出設定
時、住戸外からの外出設定解除時において、それぞれ異なる制御を行なうことが可能であ
るので、複数の電気錠を設置しても状況に応じて個別に施錠・解錠ができるので利便性の
高い住戸安全管理システムを提供できる。
【００１３】
　また本発明の住戸安全管理システムの第２の形態によれば、外出設定時において、窓電
気錠が施錠不可の場合には、外出設定を解除し、どの窓が開いているのかを居室親機で確
認することができるので防犯性の高い住戸安全管理システムを提供できる。
【００１４】
　さらに本発明の住戸安全管理システムの第３の形態によれば、待受け時に施錠する窓、
外出時に施錠する窓あるいは外出時に常時開けておきたいような窓など対象となる窓電気
錠を選択設定することができるので居住者にとって利便性が高い。
【００１５】
　また本発明の住戸安全管理システムの第４の形態によれば、窓電気錠の待受け時の施錠
情報や選択設定情報を各操作時に居室親機で確認することができるので、居住者は現在の
設定状態を容易に把握することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の住戸安全管理システムを適用した最良の実施の形態について図面を参照
して説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の住戸安全管理システムの機器構成図の一実施の形態を表したものであ
り、玄関子機１、居室親機２、電気錠コントローラ３、玄関扉４、窓５、５とから構成さ
れ、玄関扉４には玄関電気錠４ａが、窓５には窓電気錠５ａ、５ｂがそれぞれ設置されて
いる。
【００１８】
　電気錠コントローラ３には居室親機２および玄関電気錠４ａ、窓電気錠５ａ、５ｂがそ
れぞれ接続されており、また居室親機２には玄関子機１が接続されている。
【００１９】
　ここで、電気錠コントローラ３は、図２のブロック図に示すように、解錠ボタン３１、
通信インターフェース（ＩＦ）３２、３３、３４、３５、スピーカ（ＳＰ）３６、ＣＰＵ
３７とから構成されており、解錠ボタン３１、通信ＩＦ３２、３３、３４、３５およびス
ピーカ３６はそれぞれＣＰＵ３７と接続されている。そして、通信ＩＦ３２は居室親機２
と、通信ＩＦ３３は玄関電気錠４ａと、通信ＩＦ３４は窓電気錠５ａと、通信ＩＦ３５は
窓電気錠５ｂと接続されている。
【００２０】
　このように構成された本実施の形態の住戸安全管理システムについて以下、動作をフロ
ーチャート図を用いて説明する。
【００２１】
　従来から知られているように、玄関先にいる来訪者が居住者を呼び出すためにカメラ付
き玄関子機１を操作すると、居室親機２で呼出音が鳴動するとともに居室親機２のモニタ
に玄関子機１で撮像された来訪者の映像が出画される。これを確認した居住者が居室親機
２で通話操作を行なうと玄関子機１と居室親機２との間で通話が行なわれる。
【００２２】
　このように待受け時に玄関子機１と居室親機２との間で通話が行なわれる状態において
は、図３の＜通常時＞に示すように、居室親機２で例えば解錠ボタンを押下して解錠操作
を行なうと（ステップ１０１、以下「ＳＴ１０１」と称す）、解錠操作が行なわれたこと
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を電気錠コントローラ３が検出し、もし玄関子機１と居室親機２との間が通話中であれば
玄関電気錠４ａに対して解錠信号が送出され（ＳＴ１０２）、玄関電気錠４ａは解錠信号
を受けて所定時間解錠される（ＳＴ１０３）。この時、窓電気錠５ａ、５ｂは施錠状態の
ままとなっている。
【００２３】
　なお、ＳＴ１０２において、玄関子機１と居室親機２との間で通話が確認されない場合
には玄関電気錠の解錠操作は行われず、無動作の状態のままで維持される（ＳＴ１０４）
。また、ＳＴ１０３で玄関が所定時間解錠された後は再び施錠され待受け状態に戻る（Ｓ
Ｔ１０５）。
【００２４】
　また、極く短時間の外出時において、例えば玄関扉４近傍にある電気錠コントローラ３
の解錠ボタン３１を操作した場合でも、玄関電気錠４ａのみが所定時間解錠され、窓電気
錠５ａ、５ｂは解錠されない。
【００２５】
　次に、長時間（期間）外出する場合について説明する。長時間若しくは長期間外出する
場合には、居室親機２において外出設定を行なうと（ＳＴ２０１）、電気錠コントローラ
３のＣＰＵ３７は、窓が開いているか閉まっているかを確認し（ＳＴ２０２）、窓が閉ま
っていれば窓電気錠５ａ、５ｂを施錠するための窓電気錠施錠信号を送信し、窓電気錠５
ａ、５ｂを施錠する（ＳＴ２０３）。
【００２６】
　そして、ＣＰＵ３７は窓電気錠の施錠と同時に玄関電気錠４ａを解錠するための玄関電
気錠解錠信号を送信し、所定時間玄関電気錠を解錠する（ＳＴ２０４）。この時玄関電気
錠が解錠されると同時に再び玄関電気錠が施錠されるまでの予め設定された時間のカウン
トが開始される（ＳＴ２０６）。
【００２７】
　次にこの予め設定された時間のカウントが終了したか否かの判定が行われ（ＳＴ２０７
）、カウントが終了した場合には玄関電気錠４ａが再び施錠される（ＳＴ２１０）。ここ
で、玄関電気錠の解錠時間は１０秒から５分程度で設定することができ、この玄関電気錠
の解錠時間の間に居住者は外出する。
【００２８】
　もし予め設定しておいた玄関電気錠の解錠時間より前に居住者が外出できるような場合
には、居住者が玄関扉４を手動で閉めることにより玄関扉４が開いているか閉まっている
かの判定がなされた後（ＳＴ２０８）、玄関電気錠４ａの解錠時間のカウントが強制的に
終了し（ＳＴ２０９）、玄関電気錠４ａが施錠される（ＳＴ２１０）。一方、居住者が玄
関扉４を手動で閉めない場合には玄関扉は開状態のままなのでカウントは継続され、予め
設定された時間のカウントが終了した時点で玄関電気錠４ａが施錠される（ＳＴ２１０）
。
【００２９】
　ところで、外出設定時において、窓が開いているか閉まっているかを確認し（ＳＴ２０
２）、もし窓が開いている場合には窓電気錠の施錠ができないので警報を発するようにす
る（ＳＴ２０５）。このような場合、外出設定を一度解除し、どの窓が開いているかを例
えば電気錠コントローラ３が施錠できない窓電気錠のＩＤを取得することなどにより居室
親機に報知できるようにする。開いている窓が確認できたならば改めて窓を閉め、再び外
出設定を行う。警報が発せられた後には待受け状態に戻る（ＳＴ２１１）。
【００３０】
　また、外出する場合でも常時開けておきたい窓がある場合には、それを居室親機２で事
前に設定することにより、通常は外出設定時においてその窓が開いていることにより施錠
できない場合であっても外出設定を続行することができるようにしてもよい。なお、待受
け時の窓の施錠情報や事前設定により施錠を行わない窓の情報などを居室親機２で報知す
ることも可能である。
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【００３１】
　さらに、帰宅時には、外出先から帰ってきた居住者が、例えば１０キーによる暗証番号
入力や指紋照合等により外出設定を解除したときには（ＳＴ３０１）、電気錠コントロー
ラ３は、玄関電気錠４ａのみを解錠する制御を行なう（ＳＴ３０２）。
【００３２】
　なお、本実施の形態では玄関電気錠と窓電気錠の例について述べたが、その他に勝手口
の扉に設けられた電気錠などを含んでもよく、本発明では特に電気錠が設置される場所に
ついて限定されるものではない。
【００３３】
　以上述べてきたように、本発明は玄関電気錠や窓電気錠など複数の電気錠が設置された
住戸であっても状況に応じて対象の電気錠を特定して施錠・解錠できるので居住者にとっ
て利便性が高く、また施錠ができない場合には警報を発することもできるために防犯性に
も優れた住戸安全管理システムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は本発明の住戸安全管理システムの実施の形態を表す機器構成図である。
【図２】図２は本発明の住戸安全管理システムの電気錠コントローラのブロック図である
。
【図３】図３は本発明の住戸安全管理システムの動作を説明するフローチャート図である
。
【符号の説明】
【００３５】
　１　　　　　　　　　　玄関子機
　２　　　　　　　　　　居室親機
　３　　　　　　　　　　電気錠コントローラ
　４　　　　　　　　　　玄関扉
　４ａ　　　　　　　　　玄関電気錠
　５　　　　　　　　　　窓
　５ａ、５ｂ　　　　　　窓電気錠
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